
別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年3月31日分 庁名札幌地方検察庁
－

朝上年

壼件對
－

1

’
－

1

うち公選法
－

総計 1
－~

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名仙台地方検察庁令和2年3月 日刀
一r "垂

－－

甲
對
上
件
朝
市

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１
１

｜ うち公選法
－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3 ，

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名仙台地方検察庁

令和2年3月 日劣

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

一



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年3月分 庁名東京地方検察庁
－

朝上申

宝件對
－

－

－

法
ｌ
ｉ
－

－

総計
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名東京地方検察庁

令和2年3月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 12 「当期」 1月21

当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）知の場合， を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙 日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名横浜地方検察庁令和2圧3月3 日ハ
一一一一＝一－

次期上牛

予宇件對
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

！
－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数jと一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

受理
●

” ワ クォ 空 F

当期受理|前期未済 ’ 合計 当期上申

処理
寸 ﾜｪ 傍 エ ヱダ+－へ

’ その他｜ 合計

未済

件数

0
■■ニョ エー ヨマーニタ

0

１
１
１
１
可
Ｆ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
‐
４
』
Ｉ
ｒ
ｄ
趣
０
Ⅱ
凸
■
勺

ｑ
６
１
１
．
Ⅱ
日
日
■
１
１
４
‐
１
’
４
ｑ
の
□ ’ ０

０
Ｏ
Ｏ

0 3 ３
０

3
ｂ

１

１
１
1
1

3

0
▼
P

も

０
０

０
－
０

１
１
Ｉ

Ｏ
－
Ｏ

Ｐ
ひ Ｏ

０

0 3 3 3 0 3 0



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名横浜地方検察庁

、ﾛ2年3月 日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名さいたま地方検察庁令和2年3月 日分
一ヨー一一－L＝■＝

■■■■■■■■■■■■■画■■■■
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－

ﾄ

ﾚ 弓画､ナ

｜ うち公選法
－

うち公選法
－

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には,職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名さいたま地方検察庁

令和2年3月31日分

番号｜
］■

刑の内容

I■■

罪名 氏名 願書受理日

｜ ’

■■■’ ■■■2

■■■■ ｢一－’’3

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

今‘ロ 3月 日分 庁名水戸地方検察庁
－

朝上年

壼件對
－

堅、 DLF

うち公選法

1

’ うち公選法
－

l うち公選法
－

総計 1
■■■■■■I■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名水戸地方検察庁

令和 2年3月31日分

番号’ 罪名 ｜ 氏名 ｜ 刑の内容
l l l l l － ’

願書受理日

1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは， その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年3月分 庁名宇都宮地方検察庁
一一P一宇一一グ－－

－－

一一－一
ａ

I うち公選法

| うち公選法
－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名宇都宮地方検察庁

令和2年3月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 静岡地方検察庁令和2年3月31日分
㎡F－

－

－

うち公選法

’
－

総計
■■■■■園■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る｢未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名 静岡地方検察庁

令和2年3月31日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

1

2 該当事項なし

1

4

5

6



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名甲府地方検察庁令和2年4月10日分
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

壬、 UL害

うち公選法

け

I

うち公選法
－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
一一Fダダ 一 ■子子ザ ーヂダタグザ←”r少苧企 4 朝

当期受理|前期未済 合計
f

当期上申

ｄ
ｂ
８
■
８
０
甲
日
０
『
■
巳
■
５
０
■

I

処理
■ F企 ”ケ エグ左～ごF -グ 戸 一一 子 子 1 L ク■ ＝

その他 合計

未済

件数

↑

Ｏ
・
ＯＴ

面
５
ざ
８
Ｊ
〃
ｈ
則
り
Ｉ
ｊ
■
ｒ

’

9

ﾍ

ト

寺
●
６
Ｇ
１
ｆ
４
０
０
Ｄ

Ｃ
ｌ

’

０
－
０

Ｏ
Ｏ

’
』

11
1

や

1
畠L

O

1
-◇宅 ◇ △ ～

1

0

０
０

！
Ｉ

！
０
０

一 －－ r 子 戸－や ● 国卓

１
４
↓
４

Ｏ
Ｏ

Ｏ

Ｏ

0 1 1 1 0 1 0



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名甲府地方検察庁

令和2年2月10日分

番号｜ 罪名 ｜ 氏名 ｜ 刑の内蓉 願書受理日

■■■ ’ ’1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

(I司一の者に複数の

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

庁名長野地方検察庁

別紙3

令和2年3月分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

朝上年

志件對
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■幽■■■

うち公選法

うち公選法
『

I

－

’
－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは； 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名長野地方検察庁

令和2年3月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋高等検察庁令和2年3月 日分
－

次期上甲

予定件對
－

ノL‐P■■

「

－

－

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名名古屋高等検察庁

令和2年3月31日発

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

ロ2年3月 1日分 庁名津地方検察庁
畠．二二芦二一口争？一千一一■晶一 F-ず

一声一

－

覗上甲

宅件勢
一

C
→一一グー”グ" 』 』"●‐-③手タジ 寺■ ず

I
－

’

’
－

１
１

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
プ グゥF～F～一クー ク ■ － 司や一一一一一F

｝

当期受理|前期未済

一
１
日
■
Ｆ
９
０
Ｄ
Ｏ
ｑ

’ 合計

処理

当期王申i■その他｜■合計
未済

件数
●
Ｂ
■
■
５
■
■
丘
Ｂ
■
■
■
０
■
Ｉ
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
Ｕ
Ｂ
７
０
Ｔ
Ｉ
ｆ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｆ
‐
７
９
４

2 ２
－
０

2

0〃

■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
１
１
１
０
１
１
１
ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
ｉ
４
ｉ
；
８
０
３
８
３
１
１
寸
Ｏ
８
１
Ｉ
ｌ
Ｆ
Ｔ
Ｅ
ｌ
Ｅ
４
引
・
日
２
１

2 ０
－
０

1 1

0

1
I
：
4

■
’
０
“
引
憎
“
口
斗
』
▼

r

I

↓
ﾛ

| l

’
宇争～亙

0

Ｏ
－
Ｏ

d

j

１
１

’
エ エ→～

や，Ⅱ

I

Ｏ
Ｏ

ｂ

■

■

■

■

Ｌ

■

己 ｣ 丘一 五 =

’

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

O| 3 3 3 0 3 0



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名京都地方検察庁令和2年3月 日劣
一一

－

欠期上年

予定件對
－

J 4 一一 守 丘

うち公選法
’

－

｛

｜ うち公選法
－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理jには，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理

当期受理|前期未済 ４
０
ｑ
ｑ
ｑ
ｊ
ｑ
ｄ

合計

処理

当期上申1 その他 ’
ゴ三三 …● ー～ゴー

合計

未済

件数
Ｃ
２
Ｂ
５
凸
Ｕ
Ｕ
Ｉ
Ｏ
■
‐
１
１
１
凸
Ⅱ
■
Ⅱ
！

J

}

Ｏ
》
０

４
１
０
Ｉ
Ｉ
１
９
Ｉ
ｆ
４
ｄ
ｄ
Ｐ
Ｉ
ｆ
ｌ
４
■
Ｕ

ｆ

Ｉ

●

ｆ

Ｊ

Ｈ

０

４

ａ

ｑ

Ⅱ

日

リ

ー

１

１

Ｏ
ゞ
０

Ｏ
Ｏ

’
ｌ
、
丑
ｑ
Ｊ
９
ｔ
７
伊
凸
・
ｆ
０
１
ｑ
ｑ
ｏ
ｌ

ｌ

与

り

６

４

１

凸

■

■

■

■

■

８

匹

■

■

■

Ｉ

且

甲

O

1 1

凸

Ⅱ

Ⅱ

■

■

１

０

８

Ⅱ

■

Ｉ

１

Ｔ

ｑ

ｊ

０

‐

１

１

◆

‐

ｈ

１

ｊ

ｆ

ｈ

‐

、

ｂ

守

り

卜

４

0

1

Ｏ
－
Ｏ

■
■
４
１
０
１
４
１
０
口
ｌ
■
■
９
８
Ｊ
３
ｄ
ｌ
８
ｑ
８
■
■
可
ｑ
■
Ⅱ
Ⅱ
ｑ
Ｔ
コ
呵
４
Ｆ
中

Ｏ
０ ’

’
4

P

０
－
０

Ｏ
Ｏ

Ol 11 1 1 0 1 0



別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名京都地方検察庁

令和2年3月31日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

庁名神戸地方検察庁

別紙3

令和2年3月分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7.管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名神戸地方検察庁

令和2年3月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

(同一の者に複数の

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

1

(用紙日本産業規格A4)

４
ロ
ブ

●
』号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名奈良地方検察庁令和2年3月31日う
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名奈良地方検察庁

令和2年3月31日分

｜氏名 刑の内容番号

1

願書受理日

｜ ’

■■■■2

貝

I記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



9

特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名松江地方検察庁令和2年3月 日会
一宮一一も●＝L､一､L 号一～

－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

g→~一一一一～－~一 一一一～一一 一一一寺一テーー一ヨーユヱュ-- F

ｒ
０
ｆ
ト
ー
！
？
Ｉ

－

S
： ~一一一一一一一一一・一~~一"~一．一~一~

一一一一ユー マ

ターェr rFP凸■ずF凸■ず口 丘 r＝■■コョロタ字

－

七号一 ごP b P

－

総計 S
U■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】
『

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る｢未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計｣一処理の「合計」＝. 「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

F 凸 ' 一・一一一
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名松江地方検察庁
令和2年3月31日分

’

’

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分についてはj本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号

1

2

3

4

5

6

罪名

“Iff A.l･ ゞ侭

両Ii F且

氏名

曜
魁

Bゞ

|［

Pロー冊 ロロI■■

刑の内容

■F■品

士哩

;…

願書受理日

■■■■■■

一」ー



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令禾ﾛ2年3月分 庁名岡山地方検察庁
－

欠期上甲

諄岸件對
－

アギー ョ

うち公選法

うち公選法
■顧■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名岡山地方検察庁

金和旦_生_昼_且分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

令和2年3月31日分 庁名徳島地方検察庁
一一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

》
洲
一
ｔ
０
－
０
０
－
０
０
’
０

ロ

Ｌ

１

０

０

，

↓

３

８

１

ｉ

４

３

ｒ

ｌ

Ｉ

ｆ

j

I

１
１
１
日
卜
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ｐ
Ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
５
９
Ｌ

f --一子

’

1

－

総計
－

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。
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別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年3月31日分 庁名福岡高等検察庁
－

覗上甲

壼件對
－

１

１

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名福岡高等検察庁

令和2年3月31日分

一
一
一

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名福岡地方検察庁令和2年4月10日分
－

朝上年

壼件對
－

ﾆ－

2

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
？
？
’
‐
ト
ー
１
０
，

－

2総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名福岡地方検察庁

令和2年4月10日分

｜氏名 刑の内容 願書受理日番号’ 罪名
’

1

1

■
■

L■■■■■■■■■■
■■■■2

I■■■ ’3

4

F

D

■■■6

ﾛ■■■■■ワ
6

｜ ’｜ ’8

｜ ’ ’9

10

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名長崎地方検察庁令和2年3月 呂ハ
－子 一 一

■■■■■■■■■■■■■■■■I■■廟■■■■

甲
對
上
件
朝
市
－

－

1

4

』

’
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名長崎地方検察庁

令和2年3且31且分

番号’ 願書受理日刑の内容氏名罪名
’

一｜ ｜ ’｜ ’■■1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名熊本地方検察庁令和2年3月 日分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名熊本地方検察庁

令和2年1月31日分

願書受理日刑の内容塞
一
１

罪名 氏名

~‐ ｜ ■｜ ’

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)


